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    さらに必要とされる商工会をめざして ! !  
                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中
能
登
町
中
小
企
業
者
等
な
り
わ
い
再
建
支
援
助
成
金 

 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で
被
災
し
た
町
内
事
業
者
に
対
し
事
業
再

建
及
び
経
営
安
定
を
図
る
た
め
、
県
補
助
金
等
へ
の
上
乗
せ
で
補
助
し

ま
す
。 

〇
補
助
金
額 

 

県
補
助
金
等
の
交
付
対
象
経
費
か
ら
、
県
補
助
金
等
の
交
付 

確
定
額
を
差
し
引
い
た
額
に
２
分
の
１
を
乗
じ
た
額 

・
な
り
わ
い
再
建
支
援
補
助
金 

 

補
助
上
限
額 

万
円 

・
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

災
害
支
援
枠 

補
助
上
限
額 

50
万
円 

・
中
小
企
業
持
続
化
補
助
金 

 
 

 
 

 
 

 
 

災
害
支
援
枠 

補
助
上
限
額 

50
万
円 

〇
申
請
期
間 

 

・
令
和
６
年
12
月
１
日
Ộ
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で 

令和６年能登半島地震経済対策について 

な
り
わ
い
再
建
支
援
補
助
金 

◎
補
助
対
象
者

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者 

◎
補
助
対
象
経
費 

 

工
場
・
店
舗
な
ど
の
施
設
、
生
産
機
械
な
ど
の
設
備
の
復
旧 

費
用
等
(
税
務
申
告
に
て
償
却
資
産
で
あ
る
必
要
有
)

◎
補
助
上
限 

15
億
円 

◎
補
助
率 

 

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者 

３
／
４
以
内 

 

中
堅
企
業
等 

１
／
２
以
内 

※
な
り
わ
い
再
建
支
援
補
助
金
申
請
個
別
相
談
会 

 
日
時 

３
月
17
日
・
４
月
17
日 

13
時
30
分
Ộ
17
時 

 
ご
相
談
の
際
は
必
ず
ご
予
約
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

０
７
６
７
‐
７
６
‐
１
２
２
１ 

小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
Ⓚ
災
害
支
援
枠
Ⓛ 

◎
補
助
対
象
者 

 

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
小
規
模
事
業
者
等 

◎
補
助
対
象
経
費 

 

機
械
装
置
等
の
購
入
、
店
舗
改
装
、
広
告
掲
載
等 

◎
補
助
上
限 

※
補
助
率
２
／
３ 

 

万
円
(
直
接
被
害
)
自
社
の
事
業
用
資
産
に
直
接
的 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な
被
害
を
受
け
た
場
合 

 

万
円
(
間
接
被
害
)
震
災
の
影
響
で
売
上
減
少
の
間 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

接
的
な
被
害
を
受
け
た
場
合 

※
６
次
公
募
… 

令
和
７
年
３
月
21
日
Ộ
４
月
28
日 

なりわい再建等を支援する割引メニュー 

企業復興応援でんきのお知らせ 

◎割引率 

適用開始日から１年間、毎月の電気料金を 

10％割引（電化メニューは２％） 

◎適用条件等 

以下の補助金の交付が決定している低圧・高圧の事業者 

① なりわい再建支援補助金 

② 小規模事業者持続化補助金（災害支援枠） 

③ 伝統的工芸品産業支援補助金 

④ 営業再開支援補助金 

⑤ 中小企業持続化補助金（災害支援枠） 

⑥ 伝統工芸品事業者再建支援事業費補助金 

その他、詳細については、別添資料参照 

※北陸電力(株)との契約に限ります。 


